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Ⅰ．原子力損害賠償の体制

東北補償相談センター概況

■東北補償相談センター （平成２３年１０月１日設置）

・現在約１００名体制

・宮城県をはじめ、青森県、岩手県、秋田県、山形県を担当

・下記の相談窓口にてご請求者さまのご相談に対応

■相談窓口 （平成２３年１２月７日設置）

・場所

仙台市青葉区一番町４－６－１ 仙台第一生命タワービル１階

・相談窓口の開設時間

午前１０時～午後４時 （火～木，祝日を除く）
【月，金，土の相談は要予約】

社員約２,３00人を含め、現在も約1万人の体制で賠償を実施

賠償の進捗に応じて、必要な体制を弾力的に整備

１
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

福島復興本社 平成28年 2月 1日現在

※補償相談センター；福島県内は４箇所（福島市［南相馬事務所を含む］、いわき市、郡山市、会津若松市）、

全

体
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支

援
・
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理

人

補償相談ユニット

補償相談コールセンター

300 人

補償推進ユニット

7,000 人

補償相談センター

1,800 人
［ 内、福島県内は 1,400 人 ］

500

説明会・相談窓口、個別訪問

電話での受付・ご説明

請求書等の発送、受領、確認
お支払い手続き

福島原子力補償相談室（約１万人の体制）

ADR・訴訟ユニット

300 人

ADR申立てや
原子力損害賠償訴訟の対応



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社3

Ⅱ．原子力損害賠償の進捗状況（全体像）



Ⅲ．原子力損害賠償の進捗状況（宮城県）
平成2８年２月２９日現在

※福島県からご避難されているご請求者さまは、含んでおりません。

３
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社
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（平成2８年１月２５日現在）

〈出荷制限指示〉

農林産物の出荷制限指示等の概要

〈出荷・給与自粛要請〉

主な賠償内容

〇給与自粛要請に係る賠償：牧草

〇出荷制限指示等に係る農林産物の賠償：出荷制限指示発出以降、賠償を継続

Ⅳ．宮城県の賠償概況
１．農林産物に係る賠償

林産物

品　目 開始日

原木しいたけ
（露地栽培）

平成24年1月16日

くさそてつ
（こごみ）

平成24年4月27日

たけのこ 平成24年5月1日

こしあぶら 平成24年5月7日

ぜんまい 平成24年5月11日

野生きのこ 平成24年10月18日

①ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策宮城県協議会さま

おとりまとめ分

畜産物

品　目 開始日

牛 平成23年7月28日

４
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

②宮城県森林組合連合会さまへの賠償

森林組合さま自らの事業として以下の損害を賠償

③直売所さまへの賠償（ＪＡさま直営ならびに各地域の直売所さま）

〇直売所さま：出荷制限指示および風評被害に係る損害(手数料収入等の減収分)
を賠償

〇直売所を通じた個人生産者さま：出荷制限指示および風評被害に係る損害を
賠償

④個人生産者さまへの賠償

〇出荷制限指示等に係る賠償：出荷制限指示発出以降、賠償を継続

〇出荷制限指示等に係る農林産物の賠償：山菜類、原木しいたけ、たけのこ

〇風評被害に係る賠償：山菜類、きのこ、たけのこ

〇給与自粛要請に係る賠償：牧草

農産物

品　目 開始日

牧草 平成23年5月18日

稲わら 平成23年7月15日

林産物

品目 開始日

原木ムキタケ 平成23年11月16日

たらのめ
(野生)

平成26年4月25日

原木なめこ 平成24年11月2日

わらび
（野生）

平成25年5月22日

農産物

品目 開始日 解除日

そば 平成24年11月16日 平成26年4月11日

大豆 平成25年1月4日 平成26年5月19日

米
(平成25年度産)

平成25年3月19日 -



２．水産物に係る賠償

〈出荷制限指示〉

水産物の出荷制限指示等の概要

〈水揚げ自粛要請〉

（平成2８年１月２５日現在）

魚種 開始日 解除日

アイナメ 平成24年5月18日 平成25年5月15日

イシガレイ 平成25年1月22日 平成25年5月18日

②宮城県沿岸部の遊漁船漁業者さまへの賠償

○風評被害に係る賠償：風評被害による解約・予約控え等による減収分

漁業者さまへの賠償

○出荷制限指示等に係る対象魚種の賠償：出荷制限指示発出以降、賠償を継続中

○風評被害に係る賠償：ﾀﾗ延縄漁、ﾇﾀｳﾅｷﾞ漁、ｲｻﾀﾞ漁、その他魚種

漁業協同組合さまへの賠償

○手数料収入の減収：出荷制限指示等に係る対象魚種の手数料収入の減収分

①漁業協同組合さまおとりまとめ分

主な賠償内容

５ 無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

〈出荷制限指示〉

（２）内水面の出荷制限指示等

〈採補自粛要請〉

（１）海面の出荷制限指示等

③内水面漁業協同組合さまへの賠償

○出荷制限指示等に係る風評被害を賠償：規制開始以降、各漁業協同組合さまに
遊漁券収入の減収分を賠償

ﾎﾔについては､賠償予定

④水産物加工・流通業者さまへの賠償

○風評被害に係る賠償：水産加工品等の風評被害による減収分

魚種 開始日 解除日

スズキ 平成24年4月12日 平成27年11月20日

マダラ 平成 24 年 5 月 2 日 平成25年1月17日

ヒガンフグ 平成 24 年 5 月 8 日 平成26年2月18日

平成24年5月30日 平成 25 年 4 月 1 日

平成 25 年 6 月 4 日 平成25年8月30日

クロダイ 平成24年6月28日 －

ヒラメ

魚種 開始日

ヤマメ 平成24年4月20日

ウグイ 平成24年4月20日

イワナ 平成24年5月14日

アユ 平成25年6月27日

魚種 開始日

イワナ 平成24年5月10日

ウナギ 平成24年7月25日



賠償内容：本件事故による東北地方以外からの観光客の
解約・予約控え等に係る減収分を賠償

賠償対象：宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県に
事業所が存在し、主として観光客を対象とし
て営業（観光業）を行っている法人または個
人事業主の方のうち、本件事故により東北地
方以外からの観光客の解約・予約控え等に係
る減収があった方

（東北５県への来訪割合は50%）

対象期間と本件事故以外の要因による売上減少率

３．観光業に係る賠償

① ②

平成23年3月11日～同年5月31日 20%

同年6月1日～同年8月31日

同年9月1日～平成24年2月29日 0%

10%

0%

対象となる期間
本件事故以外の要因による売上減少率

（ご請求者さまの実態にあわせ、①、②のいずれかをご選択）

６ 無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

４．自主的避難等に係る賠償

賠償対象：本件事故発生時に丸森町内に生活の本拠としての住居
があった方のうち、１８歳以下の方および妊娠されて
いた方

〇精神的損害に対する賠償

賠償対象：本件事故発生時に丸森町内に生活の本拠としての住居
があった方

〇追加的費用に対する賠償

平成23年3月12日から平成24年8月31日の間に上記対
象となる方からご出生された方も対象となります



５．地方公共団体さまへの賠償

地方公共団体さまへの賠償

 地方公共団体さまがご負担されている追加的費用（検査費用・その他の追
加的費用）、ご被害者さま支援等のために代わってご負担された弊社が負
担すべき費用、営業損害について、中間指針の基本的な考え方をもとにし
つつ、地方公共団体さまのご事情をお伺いしながら、賠償金のお支払いを
順次実施。

上下水道事業 受付開始

食品検査費用等 事業費受付開始

H2３年
１２月

Ｈ24年

11月

その他費用 受付開始

・検査費用（牧草等） ・代理負担

・営業損害 ・農畜産に係る損害

H2５年

2月

賠償金のお支払いに関する経緯

宮城県内の状況

 上下水道事業、廃棄物処理事業に関しては、宮城県さま・市町村さまおよび一部事務
組合さまからの賠償請求を受付し、証憑類確認、順次お支払いを実施

 平成２３年１２月２７日に宮城県さまから請求書を受領。現在、関係部局さまおよび
市町村さまに証憑類確認、順次お支払いを実施

 平成２６年３月１２日に宮城県さまから請求書を受領。現在、関係部局さまおよび市
町村さまに証憑類確認、順次お支払を実施

 平成２６年９月２６日に宮城県さまから請求書を受領。現在、関係部局さまおよび市
町村さまに証憑類確認、順次お支払を実施

 平成２7年３月３０日に宮城県さまから請求書を受領。現在、関係部局さまおよび市
町村さまに証憑類確認、順次お支払を実施

 平成２7年１１月１３日に宮城県さまから請求書を受領。現在、関係部局さまおよび
市町村さまに証憑類確認中

７ 無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

税収減賠償 受付開始
Ｈ27年

3月

除染賠償 受付開始
H27年

７月



閣議決定内容の賠償への反映

 閣議決定された「『原子力災害からの福島復興の加速に向けて』改訂」お
よび国からのご指導を重く受けとめ、お取り扱いへ反映。

Ⅴ．法人・個人事業主さまに対する新たな営業損害賠償

３．事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組を拡充する

（３）営業損害・風評被害への賠償等に関する対応

特に集中的な自立支援施策の展開を行う２年間において、東京電力が、営
業損害・風評被害への賠償について適切な対応や国の支援展開に対する協
力を行うよう、また、その後は、個別の事情を踏まえて適切に対応するよ
う、国は東京電力に対して指導を行う。

閣議決定内容（平成27年6月12日）

〇当該ご指導等を受け、個々の事業者さまが自立に向けて将来の目途を立てら
れるよう、国等とも相談のうえ、将来分の損害を年間逸失利益の２倍相当額
とみなして、一括してお支払させていただくお取り扱いを策定。

〇これによって、原子力事故災害により生じている損害の解消に要する将来の
期間に発生する損害を一括して賠償するとともに、その後の個別事情につい
ても、適切に対応。

 平成27年8月以降も事業を営まれている事業者さまで、本件事故との相
当因果関係がある減収を被られた事業者さまが対象となります。

 農林漁業を営む方は最長28年12月まで現行の賠償を継続、また商工業を
営む方で、主に出荷制限指示や風評被害の影響下にある農林水産品を扱う
場合は実質的に農林漁業と同等の損害が生じていると考えられることから、
個別にご事情を確認させていただき最長28年12月まで現行の賠償を継続
させていただきます。

法人さまおよび個人事業主さまに対する新たな営業損害賠償等に係るお取
り扱いについて （平成27年6月17日プレスリリース）

８
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社



＜参考Ⅰ．原子力損害賠償制度の概要＞

参照 文部科学省ＨＰ
9

■原子力損害賠償法（原賠法）の賠償制度

原子炉の運転等に伴って生じる可能性のある損害の賠償において、下記

3点を柱とし、被害者の保護を図るとともに、原子力事業の健全な発達

に資することを目的。

－原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課し、責任を原子力事業

者に集中

－賠償責任の履行を迅速・確実にするため、原子力損害賠償責任保険

への加入等の賠償措置を義務づけ（賠償措置額は1,200億円）

－政府は、賠償措置額を超える損害が生じ、この法律の目的を達成す

るため必要がある場合には、原子力事業者が損害を賠償するために

必要な援助を行なう

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社



＜参考Ⅱ．特別資金援助の概要＞

参照 経済産業省ＨＰ

10
無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

東京電力東京電力

機構機構

政府政府④特別資金援助④特別資金援助

①特別事業計画①特別事業計画
共同作成・提出共同作成・提出

②計画の認定②計画の認定

③国債の交付③国債の交付

東京電力

機構

政府④特別資金援助④特別資金援助

①特別事業計画①特別事業計画
共同作成・提出共同作成・提出

②計画の認定②計画の認定

③国債の交付③国債の交付

緊急特

別事業

計画
H23/ 10/28制定

H24/ 2/3 改定

• 請求手続きの抜本的な改善や、きめ細やかな相談対応、賠償金の支払

いを確実なものとし、被害に遭われた方々の安心を確保する
• 不断の自己改革 を進める体制を構築し、東電の経営・財務の透明性を

高め、経営の合理化の徹底に向けた具体的な道筋を明らかにする

事業計画は、計画策定の遅れが、被災者への賠償の遅れになるのを防ぐため緊急

特別事業計画と、最終的な総合特別事業計画の2段階で策定された。

迅速な賠償の実現と改革の着手の段階で、下記の課題を取り纏めている

総合特
別事業

計画
H24/4/27制定
H25/ 1/15改定 改革の本格化段階で、緊急特別事業計画を改定

• 今後の賠償金支払いと電気事業を的確に遂行するに足りる財務基盤の

安定を図りつつ、電気事業制度の改革の動向等も踏まえ、東電の経営

のあり方について中長期的視点からの抜本的な改革に向けた見直しを
行う

緊急特

別事業
H23/ 10/28制定

H24/ 2/3 改定

•

• 不断の自己改革 を進める体制を構築し、東電の経営・財務の透明性を

事業計画は、計画策定の遅れが、被災者への賠償の遅れになるのを防ぐため緊急

特別事業計画と、最終的な総合特別事業計画の2段階で策定された。

総合特
別事業

計画
H24/4/27制定
H25/ 1/15改定

緊急特別
事業計画
H23/ 10/28制定

H24/ 2/3 改定

•

• 不断の自己改革 を進める体制を構築し、東電の経営・財務の透明性を

事業計画は、計画策定の遅れが、被災者への賠償の遅れになるのを防ぐため緊急

特別事業計画と、最終的な総合特別事業計画の2段階で策定された。

総合特別

H24/4/27制定
H25/ 1/15改定

•

事業計画

総合特
別事業

H24/4/27制定

総合特
別事業

H24/4/27制定

新・総合

H26/1/15制定

特別事業

計画



＜参考Ⅲ．新・総合特別事業計画の概要＞
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